
<年金請求の手続きについて> 

(1) 老齢基礎年金又は(60 歳台前半の特別支給の)老齢厚生年金が受けられる者には、その支給

開始年齢に到達する 3 か月前に、「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」(事前送付用)

が事前に送付(一部、例外を除く)されます。その対象者は下記の通りとなります。 

● 60 歳前半の特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生する者 

・男性の場合で、例えば、昭和 32 年 4 月 2 日から昭和 34 年 4 月 1 日までが生年月日である場

合は、60 歳前半の特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は 63 歳からで、令和 2 年 4 月 1 日

から令和 4 年 3 月 31 日までの間に 63 歳になりますので、それぞれの 3 か月前に「年金請求書

(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」(事前送付用)が送付されるわけです。 

・女性の場合で、例えば、昭和 35 年 4 月 2 日から昭和 37 年 4 月 1 日までが生年月日である場

合は、60 歳前半の特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は 62 歳からで、令和 4 年 4 月 1 日

から令和 6 年 3 月 31 日までの間に 62 歳になりますので、それぞれの 3 か月前に「年金請求書

(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」(事前送付用)が送付されるわけです。 

● 65 歳到達により年金の受給権が発生する者 

・先ず、60 歳に到達する 3 か月前に「年金に関するお知らせ」とするハガキが送付されます。

これには、2 種類あり、 

①  65 歳到達により年金の受給権が発生する者を対象としたもの 

 年金加入期間の確認や、年金額を満額に近づけるための制度として、60 歳から 65 歳まで

の間、国民年金に任意加入し保険料を納付することができる「任意加入制度」などを知らせ

る内容になっています。下記画像をご参照下さい。PDF はこちらからどうぞ。 

 

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/rourei/2018030501.files/101turn.pdf
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②  受給資格期間が確認できない者 

 年金を受け取るために必要な期間が確認できないことから、年金加入期間の確認を促すと

ともに、受給資格期間を満たすなどための制度として、60 歳から 70 歳までの間、国民年金

に任意加入し保険料を納付することができる「任意加入制度」、受給資格期間に含むことが

できる期間(合算対象期間など)の紹介などを知らせる内容になっています。下記画像をご参

照下さい。PDF はこちらからどうぞ。 

 

https://www.sroffice-ishikawa.com/inf_5_3.pdf


 

・そして、65 歳に到達する 3 か月前にも、「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」(事

前送付用)が送付(ただし、②の者には送付されません)されます。 

 

(2) 繰上げ支給の老齢基礎年金及び(60 歳台前半の特別支給の)老齢厚生年金を受ける場合 

 「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」(事前送付用)に①「厚生年金保険・国民年

金 老齢厚生年金・老齢基礎年金支給繰上げ請求書(様式第 102 号)」又は②「国民年金・厚生年

金保険 特別支給の老齢厚生年金受給権者 老齢基礎年金支給繰上げ請求書(様式第 234 号)」

を添付して提出します。 

① 65 歳からの本来の老齢厚生年金の繰上げ請求及び老齢基礎年金の全部繰り上げ請求を行う

などの場合に使用します。 

② 60 歳台前半の特別支給の老齢厚生年金の受給権者が老齢基礎年金の繰上げ請求を行う場合

に使用します。例えば、60 歳台前半の特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給権者

(あるいは既に受給中である者)がその支給開始年齢の到達に合わせて(あるいはその受給中

に)老齢基礎年金の全部繰上げ請求を行う場合や 60 歳台前半の特別支給の老齢厚生年金(報

酬比例部分)の受給権者がその支給開始年齢の到達前に、老齢基礎年金の全部繰上げ請求と

ともに、繰上げ請求を行う場合などがあります。 

 

(3) 60 歳台前半の特別支給の老齢厚生年金を受けていた者は、65 歳になれば自動的に、老齢

基礎年金や 65 歳からの本来の老齢厚生年金が支給されるわけではなく、65 歳で一旦 60 歳台前

半の特別支給の老齢厚生年金の受給権は消滅し、改めて、老齢基礎年金と 65 歳からの本来の老

齢厚生年金の請求手続きが必要となります。例えば、第 1 号厚年被保険者の場合には、日本年金

機構から「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)(ハガキ)」が 65 歳到達月の初旬に送
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付され、当該月末までに日本年金機構に返送することになります。下記各画像をご参照下さい。

前者は加給年金額の対象者がいない場合の様式、後者は当該対象者がいる場合の様式です。 

 

 

※ このハガキ形式の年金請求書には、「老齢基礎年金のみ繰下げ希望」欄と「老齢厚生年金の

み繰下げ希望」欄が設けられていて、どちらか一方だけを希望する場合に、該当部分を〇で囲ん

で、ハガキ形式の年金請求書を提出し、その後、実際に繰下げの申出をする際に、「国民年金・

厚生年金保険 老齢基礎・厚生年金支給繰下げ請求書(様式第 235 号)」をもって繰下げ請求を行

うことになります。なお、両方とも繰下げを希望し、同時又は異なった時期に繰下げの申出をす
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る場合にはこのハガキ形式の年金請求書は提出せず、実際に繰下げの申出をする際に、「国民年

金・厚生年金保険 老齢基礎・厚生年金支給繰下げ請求書(様式第 235 号)」をもって繰下げ請求

を行うことになります。 

<参考> 

 令和 4 年 10 月 26 日に、熊本日日新聞より『電話で「過払いの年金 80 万円返せ」詐欺じゃな

かった!?うっかり夫の名前を書いたら、年金事務所から 2 年後に…』とする記事が配信されてい

ました。この記事の発端は、その夫(当時 63 歳)の妻が 65 歳を迎えたことから自身の年金を受

給するために、上記様式のうち後者の『加給年金額の対象者がいる場合の様式である「年金請求

書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)(ハガキ)」』を使用して年金請求を行った際に、同ハカギ

に予め印字されていた 2 歳年下の夫の名前のフリガナの下に夫の氏名を漢字で記入して日本年

金機構熊本西年金事務所に郵送したことです。つまり妻が夫の生計を維持している旨を申立て

たことで、その後 2 年間、夫に係る加給年金額が支給されてきたわけですが、夫が 65 歳になっ

たことで、今度は夫が自身の年金を受給するために年金請求を行ったところ、その期に及んで、

同事務所から「夫には 63 歳の時点で既に年金(60 歳台前半の特別支給の老齢厚生年金であった

と考えられます)の受給権があったことが判明したので、そのような夫を加給年金額の対象にす

ることはできず、妻に支給した夫に係る加給年金額は全額返金しなさい」との請求(しかも電話

で)を受けることになったというわけです。確かに、当該夫のように、当初(妻が 65 歳になった

時点)から夫に年金※の受給権があった場合はもちろんのこと、その 2 年間の途中で夫に年金※

の受給権が発生した場合でも、当該時点以降は加給年金額の対象ではなくなります。ただ、同事

務所として、妻が同ハガキを使用して年金請求を行った時点で、夫が加給年金額の対象ではない

ことがどうして分からなかったのか釈然としない面があり、しかも電話をもって請求するとい

うのもお粗末な対応であったとの感が拭えません。しかしながら、当初から配偶者に年金の受給

権がある場合には、前者の『加給年金額の対象者がいない場合の様式である「年金請求書(国民

年金・厚生年金保険老齢給付)(ハガキ)」』を使用して年金請求を行い、しかも老齢基礎年金ある

いは老齢厚生年金いずれかの繰下げを希望する場合には該当欄を〇で囲んだ上で郵送するか、

途中で配偶者に年金の受給権が発生した場合には当該時点まで受給していた当該配偶者に係る

加給年金額の支給を停止してもらうための「老齢・障害給付加給年金額支給停止事由該当届(様

式第 230 号)」を提出する必要がありますので、ご留意下さい。 

※ 老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が原則として 240 以上で

あるものに限る)、障害厚生年金、障害基礎年金などのいずれかの年金を言います。 

 

(4) 「老齢年金の繰下げ意思についての確認」について 

 65 歳以降に初めて老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権が発生し、これを請求する場合には、

年金請求書にこの「老齢年金の繰下げ意思についての確認」を添付して、65 歳以降の年金の受

け取り方法や繰下げの意思の有無を示すことになっています。下記画像をご参照下さい。PDF

はこちらからどうぞ。 
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 また、60 歳台前半の特別支給の老齢厚生年金の受給権を有しながらも請求していない場合に

は、前記しました「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)(ハガキ)」が 65 歳到達月に

届かないことになっています。その場合には、繰下げの意思の有無を示すことができません。そ

こで、65 歳以降に年金の請求を行う際に、年金請求書に「老齢年金の繰下げ意思についての確

認」を添付して、繰下げの意思を示すことになっています。なお、老齢基礎年金や老齢厚生年金

の受給権を取得して 1 年経過した(基本的には、66 歳になった)場合で、その時点でまだ年金の

請求を行っていない者が繰下げの申出を行った時には、「老齢基礎年金・老齢厚生年金 支給繰下

https://www.sroffice-ishikawa.com/inf_5_8.pdf


げ申出書(様式第 103-1 号)(H19.4.1 以後に老厚の受給権取得)」を「年金請求書(国民年金・厚生

年金保険老齢給付)(様式第 101 号)」に添付して提出します。 

 

※ 掲載しました各画像の様式はすべて、日本年金機構ホームページより引用したものです。 

※ 例えば、繰下げの申出をする予定で 1 年間(基本的には、66 歳まで)待機していたが、やは

り 65 歳から受給したいといった場合には、老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方又はそのいずれ

かを繰り下げずに 65 歳に遡って受給したいという場合に使用する「国民年金・厚生年金保険 

老齢基礎・厚生年金裁定請求書(様式第 236 号)」もあります。 
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